
■入札説明書に対する質問への回答
№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
1 3 Ⅱ 4 （4） 事業期間 建設期間は平成23年12月1日から平成27年11

月30日、運営期間は平成27年12月1日から平成
47年11月30日まで20年間として計画してよろし
いでしょうか。

建設期間は平成24年12月1日から平成27年11
月30日まで、運営期間は平成27年12月1日から
平成47年11月30日までです。

2 3 Ⅱ 4 （5） 事業期間終了後の
措置

事業期間終了後の本施設の継続利用につい
て、具体的な方法については事業期間内に決定
するとありますが、費用の負担等について今回
の提案内容に考慮する必要はないという理解で
よろしいでしょうか。

事業期間終了後の利用方法の決定により、事業
者の負担額に影響が及ぶことはないと考えてい
ますので、ご理解のとおりです。

3 3 Ⅱ 4 （6）
ア
②

本施設の設計 循環型社会形成交付金の申請支援とあるが、具
体的にはどういう内容でしょうか。また、交付金
の基準は募集要項の要求水準を満足していれ
ば満足しますか。

前段については、申請資料の作成支援を想定し
ています。後段については、ご理解のとおりで
す。

4 4 Ⅱ 4 （6）
イ
②

本施設の建設工事 環境アセス支援とは具体的にはどういった内容
でしょうか。

提案により再評価等が必要となった場合の支援
を想定しております。

5 4 Ⅱ 4 （6）
ウ
①

本施設の運営・維
持管理

注釈「3」に最終処分場への搬入物の計量、搬入
可否判断とありますが、可否の判断基準は、ご
提示願えるものと理解してよろしいでしょうか。

運営業務開始までに提示します。

6 4 Ⅱ 4 （6）
ウ
⑦

本施設の運営・維
持管理

売電収入は、組合様に帰属するとありますが、
電力事業者との契約についても直接組合様が
行われるものと考えてよろしいでしょうか。

電力事業者との契約は、事業者が締結すること
とします。

7 4 Ⅱ 4 （7）
ア
①

本施設の設計・建
設

管理棟の建設については、組合監修によって事
業者設計企業②が実施設計を行い別途発注に
よって施工することになりますが、設計のかし、
施工のかしの判断が困難になる可能性があるた
め、明確な判断基準をご提示いただけないで
しょうか。

原因の所在から判断します。ＤＢ方式でない一
般的な施設建設と同様の考え方です。

8 4 Ⅱ 4 （7）
ア
①

本施設の設計・建
設

貴組合所掌である管理棟の建設について、事業
者所掌である熱回収施設、リサイクル施設、外
構の建設工事において、施工上の取り合いが出
てくると思いますが、管理棟の建設工事期間に
ついては、どの時期を想定されているのでしょう
か。御教示願います。

管理棟の建設工事は、平成26年12月から平成
27年10月の予定です。

9 4 Ⅱ 4 （7）
ア
⑦

本施設の設計・建
設

貴組合の事業範囲であるインフラ整備としては、
上下水道、雑用水、電話、電気、CATV、イン
ターネットの整備が含まれているものと考えてよ
ろしいでしょうか。

電気については、事業者の所掌とし、電力会社
と協議のうえ、クリーンセンター用地外から、本
施設用地の取合い点（電気）まで引き込むものと
します。その他については、取合い点まで、本組
合の所掌とします。

10 4 Ⅱ 4 （7）
ア
⑦

本施設の設計・建
設

インフラ整備工事期間については、どの時期を
想定されているのでしょうか。また事業者所掌で
ある本工事着工前にインフラの整備は完了して
いるものと考えてよろしいでしょうか。

インフラ整備工事期間は、平成27年6月までの
予定です。

11 5 Ⅱ 4 （8）
ア

本施設の設計・建
設に係る対価

ア 本施設の設計・建設に係る対価については、
基本的に建設期間中に支払うとあるが、具体的
な条件を提示願います。

工事請負契約書（案）に示したとおりとします。

12 6 Ⅲ 事業者募集等のス
ケジュール

基本協定の締結時期は平成24年9月中旬に予
定されている落札者の決定及び公表後すぐか。

ご理解のとおりです。

13 6 Ⅲ 事業者募集等のス
ケジュール

平成24年10月下旬に締結予定である仮契約と
は、基本契約のことで、組合の議会承認を経た
のちに自動的に正式な基本契約となると考えて
よいか。

ご理解のとおりです。なお、工事請負契約書及
び業務委託契約書についても基本契約書と同
時に仮契約を締結します。

14 7 Ⅳ 1 （1）
エ

入札参加者の構成
等

SPCの出資金額の合計は1億円以上とあります
が、基本協定書（案）では1000万以上とありま
す。どちらを正として判断すればよろしいでしょう
か。

ＳＰＣの出資金額は1億円以上とします。

15 7 Ⅳ 1 （1）
エ

入札参加社の構成
等

SPCの所在地について、施設完成後、施設内に
登記変更可能と考えてよろしいでしょうか。

不可とします。

16 11 Ⅳ 2 （8） 入札予定価格の公
表

入札予定価格は平成24年2月下旬に公表する
予定とのことですが、「設計・建設」と「運営・維持
管理」それぞれについて入札予定価格を設定さ
れるのでしょうか。

平成24年2月23日（木）公表のとおりです。

17 11 Ⅳ 2 （10） 入札不調 資格審査確認において入札参加者が２者以上
確認されたのち、提案書の提出までに辞退等に
より入札参加者が１者となった場合は、入札は
不調となるのでしょうか。

不調にはなりません。継続します。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
18 12 Ⅳ 3 （3）

ア
③

入札説明書等に対
する質問の受付

「要求水準書の別紙2の電子データ(JWファイル)
の送付を希望する場合は、上記①の受付期間
に、電子メールにより請求のこと」とありますが、
別紙2以外に計画敷地全体の現況地盤高さ及び
造成後の地盤高さが分かる図面または資料が
あれば御提示願います。

造成計画はＦＨ＝173.8ｍで計画しています。
また、計画地盤高はＦＨ＝175.0ｍとします。

19 13 Ⅳ 3 （7） 概略提案書の受付 概略提案書と最終的な提案書の内容が異なっ
てもよろしいでしょうか。

提案を可とします。

20 13 Ⅳ 3 （7） 概略提案書の受付 概略提案書の基準フォーマットはありませんか。 基準フォーマットは、ありません。

21 14 Ⅳ 3 （7） 概略提案書の受付 平成24年7月9日提出の提案書において、より良
い提案とするために、概略提案書に対する貴組
合のご指示以外の箇所についても提案内容を
変更することは可能でしょうか。

提案を可とします。

22 13 Ⅳ 3 （7） 概略提案書の受付 概略提案書及び提案書の提出図面におきまし
て、記録したデータ(CD-R等)1式(使用ソフ
ト:Word及びExcel)を提出することとありますが、
図面につきましてはPDFにて提出するものとして
宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、スケールが分かる
ようにしてください。

23 13 Ⅳ 3 （7）
ウ

概略提案書 「Word」及び「Excel」データを提出すること、との
ご指示ですが、概略提案書には図面も含まれま
すので、「PDF」データでの提出としてもよろしい
でしょうか。

№22に示すとおりです。

24 13 Ⅳ 3 （7）
ウ
④

概略提案書 処理フローについては、熱回収施設とリサイクル
施設それぞれにＡ３判３ページ以内の提案書を
提出するとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

25 14 Ⅳ 3 （8） 概略提案書に関す
るヒアリングの実
施

非公開とさせていただきたい質問事項等につい
て、本ヒアリングにて口頭または文書により確認
させていただくことは可能でしょうか。

非公開を希望する質問事項等については、文書
による確認を可能とします。ただし、内容によっ
ては公開する場合があります。

26 14 Ⅳ 3 （10） 提案書の受付 提案書にて、強調文字、網掛け、着彩、図の挿
入は構わないでしょうか。また文字のフォント指
定はないものと考えてよいか

ご理解のとおりです。

27 14 Ⅳ 3 （10） 提案書の受付 設計図書の縮尺、図などの挿入、説明文の記載
は構わないでしょうか。

ご理解のとおりです。

28 15 Ⅳ 3 （10） 提案書の受付 提案書に使用するMicrosoft Office(word、excel)
のバージョン指定はございますか。
また、提案書には図面も含まれますので、
「PDF」データでの提出としてもよろしいでしょう
か。

№22に示すとおりです。
ただし、Microsoft  Office2007で読み取れるもの
とします。

29 15 Ⅳ 3 （10） 提案書の受付 提案書に使用する文字の色、文字のスタイルに
指定は無いとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

30 15 Ⅳ 3 （10） 提案書の受付 提案書の記入枠を広げること(上下左右）は可と
の理解でよろしいでしょうか。

記入枠の大きさについては、各様式のとおりとし
ます。

31 15 Ⅳ 3 （10） 提案書の受付 提案書の体裁について、様式14関連～様式17
関連および設計図書はステープラ－綴じとのご
指定ですが、頁数が多くステープラー綴じは難し
いと思われますのでチューブファイル形式で提
出してもよろしいでしょうか。

可とします。

32 15 Ⅳ 3 （10）
ウ
⑨

設計図書 b)図面　・動線計画図（その他）とありますが、そ
の他に具体的なご要求がありましたらご教示願
います。

事業者提案とします。

33 15 Ⅳ 3 (10)
ウ
⑨
ｂ)

図面 建築一般図について、熱回収施設、リサイクル
施設の各階平面図及び断面図については、各
階機器配置図及び機器配置断面図を兼用とし
てもよろしいでしょうか。

提案を可とします。

34 15 Ⅳ 3 (10)
ウ
⑨
ｂ)

図面 今回提出する建築一般図、建築仕上図について
は、熱回収施設、リサイクル施設、管理棟、計量
棟、ストックヤード棟、洗車場、車庫棟と考えてよ
ろしいでしょうか。

リサイクルプラザ機能を含む管理棟の設計業務
にて設計対象となる施設または設備以外すべて
とします。

35 15 Ⅳ 3 (10)
ウ
⑨
ｃ）

計算書 計算書は、熱回収施設については、高質ごみ、
基準ごみ、低質ごみそれぞれについて記載すれ
ばよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです

36 16 Ⅳ 3 （12） 開札 開札時に落札候補者(優秀提案者)が決定すると
の理解でよろしいでしょうか。

提案内容の加点審査の後に開札しますので手
順上はご理解のとおりですが、最終決定は開札
後の選定委員会において行うため、開札時にお
いて決定するものではありません。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
37 16 Ⅳ 3 （12） 開札 開札時に各入札参加者の入札金額の公表があ

るとの理解でよろしいでしょうか。
開札時には、予定価格の範囲内外かを公表す
ることのみを想定しています。

38 20 Ⅵ 5 （1） 本施設の設計・建
設に係る対価

全体契約工期を遵守する前提であっても、長期
に渡る建設工事期間中には、様々な要因により
工事の進捗状況は常に変化します。したがいま
して、必要に応じて各年度の支払限度額の変更
について、貴組合と建設事業者の間で協議する
機会を設けて頂きますようお願いします。

ご理解のとおりです。

39 20 Ⅵ 5 （2） 委託料 変動料金について「処理量等に応じて変動」とあ
りますが、処理量以外にどの様なものを想定さ
れていますでしょうか。

特に想定しておりません。

40 21 Ⅵ 5 （2） 委託料 ごみ処理に対する費用が、すべて変動料金とさ
れておられますが、搬入ごみ量は事業者でコン
トロールできるものではなく、大幅に減少した場
合、事業の安定性に支障をきたすもとの思われ
ます。ついては発注者でのごみ量に対する最低
保証の設定をお願いいたします。

ごみ量の最低保証は行いません。

41 21 Ⅵ 5 （2） 委託料 物価変動の判断に用いる指標として「消費者物
価指数（財・サービス分類指数（全国）の「サービ
ス」）」を原則とする、とありますが、アローアンス
は設定されないとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

42 21 Ⅵ 5 （2） 委託料 物価変動に基づく委託料の改定について、指標
の初期値は、特定事業契約締結時との理解でよ
ろしいでしょうか。

物価変動の改定は以下の考えを用います。
N年度の委託料単価＝提案時の委託料単価×
（N-1年度の物価指標値）÷（平成24年度の物価
指標値）

43 21 Ⅵ 5 （2） 委託料 物価変動の判断に用いる指数について、電気料
金、灯油代等、明らかに消費者物価指数と一致
しないものについては、個別指数の採用をお願
いします。

落札者決定後に協議します。

44 23 Ⅶ 2 （1）
ウ

事業者の責めに帰
すべき事由により
事業の継続が困難
となった場合

維持管理運営段階において、事業者の責めに
帰すべき事由により特定事業契約が解除された
場合に、事業者が賠償すべき本組合の損害の
想定額についてお示しください。

損害額の事前想定はありません。

45 26 Ⅷ 1 （5） 契約手続 交付金の内示がされず仮契約が締結されなかっ
た場合について、事業者に発生した費用につい
て損害賠償請求は可能でしょうか。

契約締結に至らない場合、それまでに要した費
用については組合及び事業者の双方が負担す
ることを想定しています。

46 そのほか 敷地測量図のCADデータあるいは境界の座標
データをいただけませんか。

資料提供はいたしません。

47 そのほか 津山市の舗装基準をご教示いただけませんか。
あるいは問い合わせ先をご指示いただけません
か。

国土交通省の基準に準拠しています。
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